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東近江市法定外公共物の用途廃止等に関する事務取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、東近江市法定外公共物管理条例（平成１７年東近江市条例第２

４２号）に規定する法定外公共物の用途廃止等に関し、法令その他別に定めのある

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において「用途廃止」とは、法定外公共物が行政財産としての目的

を達成するために直接公共の用に供さなくなった場合に、普通財産として引き継ぐ

ことをいう。 

 （用途廃止の基準） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合には、用途廃止をすることができる。 

 (1) 状況の変化により法定外公共物としての機能を失い、将来的にも機能回復する

必要がないと認められるとき。 

 (2) 開発行為等により区画形質の変更が行われ、存置させることが不適当又は不必

要であると認められるとき。 

 (3) 用途廃止に係る法定外公共物に代わるべき施設（以下「代替施設」という。）に

よって付け替えられ、その機能が保証されるとき。ただし、法定外公共物が有し

ている機能を著しく低下させる場合は、この限りではない。 

 (4) その他市長が行政財産として存置する必要がないと認めるとき。 

２ 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、用途廃止をす

ることができないものとする。ただし、用途廃止によって周辺地域への影響がない

と市長が認める場合はこの限りでない。 

 (1) 用途廃止することにより、他の土地等に包囲されている袋地が発生し、接道し

なくなるとき。 



 (2) 水道管、下水道管、ガス管等が埋設されている等、公共的利用があるとき。 

 (3) 代替施設工事が行われていても付替財産の寄附採納がされないとき。 

 (4) 利害関係人等と用途廃止の同意が得られないとき。 

 (5) その他市長が存置する必要があると認めるとき。 

 （用途廃止の申請） 

第４条 申請者は、法定外公共物用途廃止申請書（様式第１号。以下「用途廃止申請

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、用途廃止に当たって、付替え等を伴うときは市長と事前協議すること

ができる。 

 （用途廃止申請書の添付書類） 

第５条 用途廃止の申請書に必要な添付書類は次のとおりとする。 

 (1) 位置図 

 (2) 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）に規定する地図又は地図に準ずる

図面（以下「公図」という。）の写し 

 (3) 現況平面図 

 (4) 求積図 

 (5) 横断図 

 (6) 法定外公共物用途廃止同意書（様式第２号） 

 (7) 法定外公共物の付替えに関する同意書（代替施設がある場合）（様式第３号） 

 (8) 隣接土地所有者一覧表（様式第４号） 

 (9) 登記事項証明書 

 (10) 官民境界確定協議書の写し 

 (11) 現況写真 

 (12) 代替施設の構造図、利用計画平面図及び横断図（代替施設がある場合） 

 (13) 委任状（代理人により申請する場合） 

 (14) 耕作者証明書（用途廃止しようとする法定外公共物（以下、「申請財産」とい

う。）が農地として地目設定され、農地として利用する場合） 

 (15) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に定める図面の大きさは、日本工業規格Ａ列３番以内とする。ただし、やむ

を得ない場合は、日本工業規格Ａ列２番でも可能とする。 

 （用途廃止申請書の審査） 

第６条 法定外公共物の用途廃止の可否は、東近江市法定外公共物処分委員会規程（平

成１７年東近江市訓令第６６号）に基づき審査するものとする。 

 （売払価格） 



第７条 法定外公共物は単独利用が困難な土地であることから、原則として、不動産

鑑定によらず、隣接地の固定資産税評価額又は近傍宅地価格を基準に実勢価格を算

出し、その売払価格を決定する。 

２ 売払価格は、次に掲げる現況区分に応じ、当該各号に定める算式により算出され

る額とする。 

(1) 市街化区域の土地又は宅地若しくは宅地と同水準の価格を用いる土地 

隣接地の固定資産税評価額（１㎡当たり）÷７０％＝売払単価（Ａ） 

（2）農地転用又は開発行為において、地目の変更が見込まれる土地 

   近傍宅地価格（１㎡当たり）÷７０％＝売払単価（Ａ） 

(3) 上記以外の土地 

隣接地の固定資産税評価額（１㎡当たり）×相続税倍率÷８０％＝売払単価（Ａ） 

売払単価（Ａ）×申請財産の面積＝売払価格（Ｂ） 

ただし、売払単価（Ａ）の額に端数が生じたときは１００円未満を切り捨てる

（１００円未満のときは１００円とする。）ものとし、売払価格（Ｂ）の額に端数

が生じたときは１円未満を切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請地に隣接する土地におおむね５年以内で公共工事

による買収事例がある場合における売払価格は、次の算式により算出される額とす

る。 

買収単価（１㎡当たり）×実測面積＝売払価格 

４ 前２項の算式で求めた単価による１物件当たりの売払価格が１３０万円以上３０

０万円未満の場合は価格意見書を、３００万円以上の場合は価格鑑定書を不動産鑑

定士に提出を求めるものとする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。 

５ 前項の場合における売払価格は、申請財産の近傍地を標準画地として鑑定を行う

ものとする。 

６ 既に申請地と一体的な土地利用状況である場合は、売払価格に１．３を乗じた額

とする。 

７ 申請財産に隣接して申請者が所有する土地が複数ある場合は、１平方メートル当

たりの固定資産税評価額が最も高価な筆とする。 

８ 売払価格のほか登記に係る費用、代替施設の設置に要する費用及び不動産鑑定に

係る費用については、申請者の負担とする。 

 （用途廃止の決定） 

第８条 市長は、法定外公共物処分委員会の審査結果を受けて用途廃止の決定をした

ときは、その旨を法定外公共物用途廃止決定通知書（様式第５号）により、申請者

に通知しなければならない。 



２ 申請者が前項の通知の日から９０日以内に公有財産譲渡（売払）申請書を市長に

提出しないときは、用途廃止の決定及び払下げの効力を失うものとする。ただし、

開発行為等による付替えその他予測できない事故等が発生した場合は別途協議す

ることができる。 

 （代替施設による付替え） 

第９条 代替施設による付替えは、次の各号に掲げる全ての要件を備える場合に行う

ことができる。 

 (1) 法定外公共物の機能を低下させるものではないこと。 

 (2) 代替施設が次のいずれにも該当し、市が寄附採納することができるもの 

  ア 代替施設が従前の施設と比較して、機能及び財産価値が同等以上であると認

められること。 

  イ 代替施設の起終点及び申請財産の起終点は同一であること。ただし、申請財

産と一体利用しようとする土地に隣接する道路や河川を補助的に媒介して起

終点が接続する等、機能的に接続している場合はこの限りではない。 

  ウ 代替施設の設置により、公衆に利便をもたらすものであること。 

  エ 代替施設において、所有権以外の権利が設定されていないこと。 

  オ 代替施設の工事完了検査後に市に引き渡しすることができること。 

 （付替工事完了の届出） 

第１０条 前条の規定により許可を受けた者は、工事完了後速やかに付替工事完了届

（様式第６号）を市長に提出し、検査を受けなければならない。 

 （代替施設との交換） 

第１１条 市長は、代替施設の設置により用途廃止をするため不用となった土地（以

下「不用地」という。）と市に帰属する代替施設とを無償で交換することができる。

ただし、不用地の面積が代替施設の面積を超える場合は、その面積差分を有償の払

下げにて精算するものとする。 

２ 開発行為等に伴う複数の用途廃止における前項の精算は、一括して行うものとす

る。 

 （寄附採納申出書） 

第１２条 代替施設を市に寄附しようとする者は、寄附採納申出書（様式第７号）を

用途廃止申請書と併せて市長に提出しなければならない。 

 （寄附採納の申請者） 

第１３条 寄附採納の申請者は、用途廃止申請者と同じものであることを原則とする。 

 （寄附採納の通知） 

第１４条 市長は、寄附採納申出書を受理し、寄附採納すべきと認めたときは、寄附



採納書（様式第８号）により寄附採納申請者に通知しなければならない。 

２ 寄附採納した代替施設について、引渡しの日から原則として２年以内に当該代替

施設に瑕疵が有り、補修を要することが判明したときは、寄附採納申請者の負担に

おいて補修を行うこと。 

 （その他） 

第１５条 この要領で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年訓令第１８号） 

 この要領は、令和６年４月１日から施工する。 


